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1 結婚
けっこん

 

外国人
がいこくじん

が 日本
にほん

で 結婚
けっこん

するときは 市役所
しやくしょ

や 区役所
くやくしょ

に 婚 姻 届
こんいんとどけ

＜2人
ふたり

が 結婚
けっこん

することを しらせるもの

＞を 出
だ

して ください。ほかにも いろいろなものを 出
だ

さなければなりません（3 を みて ください）。それから 

自分
じぶん

の 国
くに

の たいしかんや りょうじかんにも しらせて ください。結婚
けっこん

に ひつようなものは 国
くに

によって ちが

います。 くわしいことは 市役所
しやくしょ

や 区役所
くやくしょ

、たいしかんや りょうじかんに きいて ください。結婚
けっこん

を はたらい

ているところや 学校
がっこう

にも しらせて ください。 

 

1-1 日
に

本
ほん

で 結 婚
けっこん

するときの ルール 

 日本
にほん

で 結婚
けっこん

するときの ルールです。 

・ 男
おとこ

の人
ひと

は 18 さい、 女
おんな

の人
ひと

は 16 さいになってから 結婚
けっこん

することが できる（民法
みんぽう

731条
じょう

） 

・19 さいまでの人
ひと

は りょうしんの さんせいが いる（民法
みんぽう

737条
じょう

） 

・ほかの人
ひと

と 結婚
けっこん

しているときは 結婚
けっこん

できない（民法
みんぽう

732条
じょう

） 

・ 女
おんな

の人
ひと

は 離婚
り こ ん

してから 100日後
にちご

から 結婚
けっこん

することが できる（民法
みんぽう

733条
じょう

） 

・近親者
きんしんしゃ

＜おじいさん、おばあさん、おじさん、おばさん、おとうさん、おかあさん、きょうだい、きょうだいの 子
こ

ども＞と 

結婚
けっこん

することは できない（民法
みんぽう

734条
じょう

） 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/c/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/c/03.pdf

